
自家菜園の鳥獣害対策について

提案内容

　

今年は猪が多く出没し、農作物を荒しています。（熊、鹿、猿もでます）ほとんどの自家菜園は、柵や光りで対応しておられます。ほとんどが自費（小規

模、生きがい対策）で設置されました。営農的には補助金でなさいますが、生きがい農園は自費で行っておられますが、住民の生きがい意欲、定住の為に

は、市としても対策をお願いできないでしょうか。市民の意欲が定住にもなると思います。

雲南市は多くが山村だと思います。宜しくお願い致します。

回　　答

このたびはご提案をいただきありがとうございます。

雲南市では、農作物の栽培・収穫を行う（自家菜園を含む）方に対して、鳥獣対策用に設置される防護柵の購入費用の一部を助成する事業を行っておりま

す。※令和３年度の事業は終了しました。

助成にあたっての要件は下記のとおりですが、詳しくは林業畜産課にお問い合わせください。

≪令和３年度農作物鳥獣被害防止対策事業補助金≫

〈事業の内容〉

・補助対象者…雲南市内で農作物の栽培・収穫を行う方

・補助対象物…電気牧柵、ワイヤーメッシュ、ガルバリウム鋼板、トタン、防鳥ネット（鳥対策のものに限る）

・その他…

（１）新設するものに限ります。

（２）令和３年度内に事業を実施されるものに限ります。

（３）申請は１世帯につき１回限りとします。

（４）申請書は必ず資材購入前に提出してください。※交付決定前に着手された場合は、補助対象になりません。

〈補助率等〉

・資材購入費（事業費）の40％以内。

・事業費が２万円未満の場合は対象となりません。

・事業費及び補助金の上限額は次のとおりです。

〇個人…事業費上限10万円、補助金上限4万円

〇3戸以上の共同、法人…事業費上限40万円、補助金上限16万円

〇クマ対策（電気牧柵）…事業費上限50万円、補助金上限20万円

※クマ対策は、栗園及びみつばちの飼育の場合のみ補助対象です。

（回答部署：農林振興部林業畜産課）


